
は こ だ て 市 議 会 だ よ り

3

生
徒
一
人
一
人
に
細
や
か
な
指
導
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
な
ど
の
効
果
が
確
認
で
き
た
。

◯
学
校
図
書
館
図
書
等
整
備
費

　

子
ど
も
た
ち
に
本
を
読
む
機
会
を
与
え
る

こ
と
は
大
人
の
責
任
で
あ
り
、
行
政
で
力
を

入
れ
整
備
を
進
め
て
も
ら
い
た
い
。

　

な
ど
の
理
由
で
認
定
す
る
こ
と
に
賛
成
。

主
な
論
点
・
疑
問
点
等

議
案
第
１
号　

令
和
６
年
度
函
館
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
総
務
分
科
会
関
係
部
分
）

◯
特
別
史
跡
五
稜
郭
跡
環
境
整
備
事
業
費
増

　

・
石
垣
の
崩
落
し
た
経
過
、
修
理
の
計
画

主
な
理
事
者
の
説
明

　

気
象
状
況
等
か
ら
石
垣
の
変
形
が
進
み
崩

落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
化
庁
等
の
指
導

の
も
と
計
画
的
に
修
復
を
実
施
し
て
い
き
た

い
。

委
員
間
の
協
議

　

文
化
財
で
あ
り
、
早
急
に
修
復
を
実
施
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
ど
の
理
由
で
賛
成
。

主
な
論
点
・
疑
問
点
等

決
算
第
１
号　

令
和
５
年
度
函
館
市
一
般
会

計
決
算
（
経
済
建
設
分
科
会
関
係
部
分
）

○
ふ
る
さ
と
納
税
関
係
経
費

　

・
事
業
内
容
、
効
果
、
課
題

　

・
周
知
方
法
や
返
礼
品
の
工
夫
内
容

○
函
館
港
ま
つ
り
開
催
負
担
金

○�

は
こ
だ
て
ク
リ
ス
マ
ス
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
開

催
負
担
金

　

・
効
果
や
課
題
、
今
後
の
進
め
方

主
な
理
事
者
の
説
明

○
ふ
る
さ
と
納
税
関
係
経
費

　

様
々
な
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
周
知
の

ほ
か
、
寄
附
を
申
込
み
し
や
す
く
す
る
取
組

を
行
い
、
寄
附
額
は
前
年
度
の
1.27
倍
、
寄
附

件
数
も
1.24
倍
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
函
館
港
ま
つ
り
開
催
負
担
金

　

参
加
者
の
減
少
や
物
価
高
騰
に
よ
る
運
営

コ
ス
ト
増
加
等
の
課
題
は
あ
る
が
、
今
後
も

港
ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
運
営
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

○�

は
こ
だ
て
ク
リ
ス
マ
ス
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
開

催
負
担
金

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
協
賛
金
の
減
少
や
物
価
高

騰
に
伴
う
運
営
コ
ス
ト
の
増
加
等
の
課
題
は

あ
る
が
、
今
後
も
冬
季
誘
客
の
拡
大
を
目
指

し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

委
員
間
の
協
議

○
ふ
る
さ
と
納
税
関
係
経
費

　

大
き
な
目
標
に
向
か
っ
て
、
着
実
に
数
字

と
し
て
成
果
が
上
が
っ
て
い
て
、
部
局
の
努

力
が
確
認
で
き
た
。

○
函
館
港
ま
つ
り
開
催
負
担
金

○�

は
こ
だ
て
ク
リ
ス
マ
ス
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
開

催
負
担
金

　

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
こ
れ
ら
大
き
な
行
事

を
今
後
ど
う
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
の
か
、

検
討
し
て
い
く
余
地
が
あ
る
。

　

と
の
意
見
あ
り
。

　

疑
義
は
な
く
、
決
算
と
し
て
適
正
で
あ
る
。

　

な
ど
の
理
由
で
認
定
す
る
こ
と
に
賛
成
。

主
な
論
点
・
疑
問
点
等

議
案
第
５
号�

函
館
市
地
域
経
済
牽
引
事
業

の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強

化
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
準
則
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

　

・
制
定
の
目
的
と
内
容

主
な
理
事
者
の
説
明

　

地
域
経
済
活
性
化
の
た
め
、
港
町
ふ
頭
港

湾
関
連
用
地
の
一
部
を
重
点
区
域
と
定
め
、

工
場
新
設
等
を
行
う
際
に
、
緑
地
や
環
境
施

設
が
占
め
る
割
合
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
間
の
協
議

　

こ
の
土
地
の
制
限
を
解
い
て
、
民
間
の
土

地
利
用
を
促
進
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
積

極
的
で
よ
い
と
思
う
。

　

な
ど
の
理
由
で
賛
成
。

主
な
論
点
・
疑
問
点
等

決
算
第
１
号　

令
和
５
年
度
函
館
市
一
般
会

計
決
算
（
民
生
分
科
会
関
係
部
分
）

○�

特
殊
詐
欺
被
害
防
止
対
策
機
器
購
入
費
補

助
金

○
地
域
猫
不
妊
去
勢
手
術
費
補
助
金

　

・
金
額
の
内
訳
、
事
業
の
効
果
、
成
果

　

・
今
後
の
課
題

主
な
理
事
者
の
説
明

○�

特
殊
詐
欺
被
害
防
止
対
策
機
器
購
入
費
補

助
金

　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
43
％
の
方
が
「
機
器

設
置
後
に
不
審
電
話
が
減
っ
た
」
と
回
答
し

た
こ
と
な
ど
か
ら
補
助
金
が
被
害
防
止
に
寄

与
し
た
と
考
え
る
。
特
殊
詐
欺
の
手
口
が
巧

妙
化
、
多
様
化
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、

今
後
も
引
き
続
き
、
制
度
周
知
に
努
め
た
い
。

○
地
域
猫
不
妊
去
勢
手
術
費
補
助
金

　

地
域
猫
活
動
は
野
良
猫
に
不
妊
去
勢
手
術

を
行
い
地
域
猫
と
し
て
地
域
で
管
理
し
見
守

る
活
動
で
あ
り
、
不
妊
去
勢
手
術
に
よ
り
繁

殖
の
抑
制
に
つ
な
が
り
、
将
来
的
に
は
糞
尿

被
害
等
の
軽
減
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

委
員
間
の
協
議

○�

特
殊
詐
欺
被
害
防
止
対
策
機
器
購
入
費
補

助
金

　

特
殊
詐
欺
の
手
口
が
多
様
化
し
て
い
る
た

め
、
新
た
な
手
口
へ
の
防
止
対
策
に
つ
い
て

も
模
索
し
て
ほ
し
い
が
、
補
助
金
を
受
け
た

方
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
多
く
の
方

が
効
果
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で

良
し
と
し
た
い
。

○
地
域
猫
不
妊
去
勢
手
術
費
補
助
金

　

地
域
猫
活
動
に
よ
り
、
今
後
、
野
良
猫
の

数
が
減
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
、 

ま
た
、

地
域
の
環
境
対
策
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の

で
当
面
は
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
ど
の
理
由
で
認
定
す
る
こ
と
に
賛
成
。

主
な
論
点
・
疑
問
点
等

議
案
第
１
号　

令
和
６
年
度
函
館
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
民
生
分
科
会
関
係
部
分
）

○
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金

　

・
事
業
内
容
、
法
改
正
の
概
要

主
な
理
事
者
の
説
明

　

進
学
者
に
支
給
し
て
い
た
給
付
金
の
対
象

を
就
職
者
に
も
拡
大
し
、
就
職
す
る
際
の
新

生
活
立
ち
上
げ
費
用
を
支
援
す
る
も
の
で
あ

り
、
生
活
保
護
法
が
一
部
改
正
さ
れ
制
度
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

委
員
間
の
協
議

　

生
活
保
護
法
の
改
正
で
、
給
付
金
の
対
象

者
を
就
職
者
に
も
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
が

確
認
で
き
た
の
で
良
し
と
し
た
い
。

　

な
ど
の
理
由
で
賛
成
。

経
済
建
設
分
科
会
決
算
７
件
・

議
案
５
件
を
審
査

民
生
分
科
会
決
算
７
件
・
議
案
５
件
を
審
査


